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令 和 ７ 年 度  第８回定例教育委員会  会議録 

 

１ と き   令和7年11月26日（水）14:50～15:10 

 

２ ところ   静里小学校 体育館会議室 

 

３ 出席委員  細江敦教育長、河合保孝委員、堀哲也委員、沼口諭委員、松岡敦子委員 

 

４ 事務局   馬淵事務局長、𠮷田庶務課長、小倉学校教育課長、 

林社会教育スポーツ課長、鈴木文化振興課長、吉安庶務課主幹、 

稲川庶務課主査 

 

５ 傍聴者   なし 

 

６ 議 題 

議第３６号 大垣市守屋多々志美術館条例を廃止する条例に関する 

意見の提出について 

議第３７号 大垣市守屋多々志美術館条例施行規則の廃止について 

 

報告事項 

１ 寄附採納について 

２ 大垣市立学校の休業日の見直しについて 

３ 大垣市スポーツ推進委員の解職について 

 

７ その他 

   報告事項2については、15時05分から15時10分に、非公開にて開催した。 
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 開会 14:50 

発言者 発言内容 

細江 教育長 それでは、ただいまより、令和7年度第8回定例教育委員会を開催しま

す。議事日程に非公開で審議すべき案件が記載されておりますが、この

とおり扱うことにご異議ありませんか。 

＜異議なしの声＞ 

議事日程については、このとおり扱うものといたします。 

 

はじめに、 

議第36号「大垣市守屋多々志美術館条例を廃止する条例に関する 

意見の提出について」 

議第37号「大垣市守屋多々志美術館条例施行規則の廃止について」 

説明をお願いします。 

鈴木  文化振

興課長 

議第36号「大垣市守屋多々志美術館条例を廃止する条例に関する 

意見の提出について」 

 

 守屋多々志美術館は、株式会社大垣共立銀行から建物を借用し、平成

13年7月28日に開館しましたが、建物の老朽化が著しいため、賃貸借契

約を解除の上、退去するものでございます。施行期日は、令和8年4月1

日になります。今後のスケジュールは、令和8年3月31日に展示を終了し、

施設を廃止し、令和8年5月31日までに施設を返却する予定となります。 

なお、当面の間は、守屋多々志美術館の機能をスイトピアセンターに

移転し、芸術文化に触れる機会である企画展やワークショップ、講座、

アウトリーチ事業等を引き続き開催いたします。 

次に、大垣市守屋多々志美術館条例の廃止に伴い、大垣市奥の細道む

すびの地条例、大垣城の設置等に関する条例、大垣市郷土館条例につい

て本条例の附則で一部改正するものでございます。 

 現在、守屋多々志美術館、大垣城、郷土館、奥の細道むすびの地記念

館の共通入館料は、18歳以上の一般1人につき600円、20人以上の団体1

人につき300円でございますが、守屋多々志美術館を廃止することに伴

い、一般1人につき400円、団体1人につき200円に変更するものでござい

ます。 
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発言者 発言内容 

議第37号「大垣市守屋多々志美術館条例施行規則の廃止について」 

 

 大垣市守屋多々志美術館条例の廃止に伴い、大垣市守屋多々志美術館

条例施行規則を廃止する規則を定めるものでございます。 

 大垣市守屋多々志美術館条例施行規則を廃止することに伴い、関連す

る大垣城の設置等に関する条例施行規則、大垣市郷土館条例施行規則に

ついて、本規則の附則で共通入館券の様式を一部改正するものでござい

ます。 

堀 委員 守屋多々志美術館の機能をスイトピアセンターに移転しますが、常設 

展示をする予定はありますか。 

鈴木  文化振

興課長 

 新年度からの常設展示はありませんが、スイトピアセンターを候補の 

一つとして、将来的に常設展示を行う方向で検討を進めて参ります。 

細江  教育長 

委員 

 守屋多々志は多くの作品があり、何らの形で名前を残してほしいと 

いう声もたくさんありますので、守屋家の意向も勘案しながら考えてい 

きたいと思います。 

細江 教育長 ご意見、ご質問はよろしいでしょうか。 

それでは、議第36号、37号について、承認してよろしいか。 

＜異議なしの声＞ 

議第36号、37号議案は承認されました。 

 

次に報告事項に入ります。 

報告事項1「寄附採納について」 

説明をお願いします。 

𠮷田  庶務課

長 

報告事項1「寄附採納について」 

＜別紙資料にて説明＞ 

細江 教育長 ご意見、ご質問はよろしいでしょうか。 

それでは、次の報告事項に入ります。 

 

報告事項3「大垣市スポーツ推進委員の解職について」 

説明をお願いします。 

 

林  社会教育

スポーツ課長 

報告事項3「大垣市スポーツ推進委員の解職について」 
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発言者 発言内容 

小野体育振興会からスポーツ推進委員の推薦の取消報告がありまし

たので、解職するものでございます。解職日は、令和7年11月9日とし、

小野校区は、任期の令和8年3月31日まで2名で活動していくことになり

ます。 

細江 教育長 ご意見、ご質問はよろしいでしょうか。 

それでは、非公開の報告事項に入ります。 

 

報告事項2「大垣市立学校の休業日の見直しについて」 

説明をお願いします。 

小倉  学校教

育課長 

報告事項2「大垣市立学校の休業日の見直しについて」 

＜別紙資料にて説明＞ 

 ＜非公開＞ 委員意見 3件 

細江 教育長 ご意見、ご質問はよろしいでしょうか。 

以上で報告事項を、終了させていただきます。 

全体を通じて何かございましたら、ご発言をお願いいたします。 

＜意見なし＞ 

 

特に、ご発言もないようですので、これをもちまして、本日の定例教 

育委員会を閉会させていただきます。 

𠮷田  庶務課

長 

＜次回開催＞ 

と き 令和7年12月17日（水）14:15～ 

ところ 赤坂中学校 

閉会 15:10 

 

教 育 長 

議事録調製  

 庶務課主査  稲川 雄一  ㊞ 


